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国民健康保険特別会計について 
 

 国民健康保険は、医療保障体系の中核をなす医療保険制度として重要な位置を占めています。 

 本年度末現在被保険者数は27,543人（加入率18.63パーセント）、世帯数19,202世帯（加入率26.33パー

セント）です。 

 なお、歳入歳出当初予算額は、15,228,900,000円であり、対前年度比3.59パーセントの減となりまし

た。以降3回の補正を行い、最終予算額を14,874,692,000円としました。予算現額に対する収入済額は

14,425,756,303円で、収入割合は96.98パーセントであり、支出済額は14,404,419,477円で、執行率は

96.84パーセントです。予算の推移は次のとおりです。 

 

予  算  の  推  移 

（単位 千円） 

区 分 当 初 予 算 額 及 び 
補 正 前 の 額 補  正  額 合     計 備      考 

当  初 15,228,900 ― 15,228,900 令和6年3月14日議決 

第 1 号 15,228,900 109,167 15,338,067 令和6年9月30日議決 

第 2 号 15,338,067 △463,433 14,874,634 令和7年3月18日議決 

第 3 号 14,874,634     58 14,874,692 令和7年3月31日専決 
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歳  入 

１ 国民健康保険税 

収入済額は2,984,320,165円で、課税状況は次のとおりです。 

（1） 一般被保険者国民健康保険税 

ア 医療給付費分現年課税分 

調 定 額 1,899,566,352円 1世帯当たり   95,432円   1人当たり  66,026円 

収入済額 1,812,507,588円    〃    91,058円     〃    63,000円 

収 納 率 95.23％ 

   （注）1 1世帯当たり及び1人当たりの数値は、年度平均の世帯数19,905世帯、被保険者数28,770 

人で除したものです。 

2 収納率は、（収入済額－還付未済額）÷調定額 です。以下同じ。 

イ 後期高齢者支援金等分現年課税分 

調 定 額 825,038,898円 1世帯当たり   41,449円   1人当たり  28,677円 

収入済額 783,544,800円    〃    39,364円    〃    27,235円 

収 納 率 94.91％ 

   （注） 1世帯当たり及び1人当たりの数値は、年度平均の世帯数19,905世帯、被保険者数28,770

人で除したものです。 

ウ 介護納付金分現年課税分 

調 定 額 283,078,550円   1人当たり  30,041円 

収入済額 262,268,576円 1人当たり  27,833円 

収 納 率 92.57％ 

   （注） 1人当たりの数値は年度平均の介護保険第2号被保険者数9,423人で除したものです。 

エ 医療給付費分滞納繰越分 

調 定 額 219,891,059円 

収入済額 79,539,690円 

収 納 率 36.05％ 

オ 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 

調 定 額 83,958,980円 

収入済額 30,295,534円 

収 納 率 36.08％ 

カ 介護納付金分滞納繰越分 

調 定 額 42,001,514円 

収入済額 16,163,977円 

収 納 率 38.48％ 
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２ 国庫支出金 

収入済額は14,192,000円で、内訳は次のとおりです。 

 

（1）災害臨時特例補助金                 3,000円 

(2) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金  14,189,000円 

 

３ 県支出金 

収入済額は10,169,149,234円で、内訳は次のとおりです。 

 

（1） 普通交付金 

   保険給付費等普通交付金       10,017,137,234円 

（2） 特別交付金 

 ア 保険者努力支援分             47,383,000円 

 イ 特別調整交付金            26,388,000円 

 ウ 県繰入金（2号分）           45,449,000円 

 エ 特定健康診査等負担金         32,792,000円 

 

４ 財産収入 

財政調整基金の利子収入で、収入済額は107,907円です。 

 

５ 繰入金 

収入済額は1,110,547,000円であり、内訳は次のとおりです。 

 

(1)  出産育児一時金繰入金 23,559,860円 

(2) 保険基盤安定繰入金 619,204,116円 

（注） 一般被保険者分の保険税の軽減（7割・5割・2割）額等に対して、国・県・市が負担し、一

般会計から繰り入れるものです。なお、収入済額に対する負担額は、国125,356,968円、県

339,046,119円、市154,801,029円です。 

(3) 事務費繰入金            67,735,453円 

(4) 財政安定化支援事業繰入金      49,597,180円 

(5) 未就学児均等割保険税繰入金      6,453,824円 

 (6) 産前産後保険税繰入金         2,144,415円 

(7) その他繰入金  131,305,152円    1世帯当たり    6,597円    1人当たり   4,564円 

（注） 1世帯当たり及び1人当たりの数値は、年度平均の世帯数19,905世帯、被保険者数28,770人

で除したものです。 

 (8) 国民健康保険財政調整基金繰入金   210,547,000円 
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６ 繰越金 

令和5年度事業による繰越額は、109,168,499円です。 

 

７ 諸収入 

延滞金等諸収入の収入済額は、38,271,498円で、内訳は次のとおりです。 

延滞金、加算金及び過料 32,096,324円 

市 預 金 利 子 10,667円 

貸 付 金 元 利 収 入 0円 

雑         入 6,164,507円 


